
閣 議 及 び 閣 僚 懇 談 会 議 事 録 

開催日時：令和８年３月１７日（火）   ８：２０～８：３０ 

開催場所：総理大臣官邸閣議室 

出 席 者：高 市 早 苗 内閣総理大臣 

林 芳 正 国務大臣（総務大臣） 

平 口  洋 国務大臣（法務大臣） 

茂 木 敏 充 国務大臣（外務大臣） 

片 山 さつき 国務大臣（財務大臣、内閣府特命担当大臣） 

松 本 洋 平 国務大臣（文部科学大臣） 

上 野 賢一郎 国務大臣（厚生労働大臣） 

鈴 木 憲 和 国務大臣（農林水産大臣） 

赤 澤 亮 正 国務大臣（経済産業大臣、内閣府特命担当大臣） 

金 子 恭 之 国務大臣（国土交通大臣） 

石 原 宏 高 国務大臣（環境大臣、内閣府特命担当大臣） 

小 泉 進次郎 国務大臣（防衛大臣） 

木 原  稔 国務大臣（内閣官房長官） 

松 本   尚 国務大臣（デジタル大臣、内閣府特命担当大臣） 

牧 野 たかお 国務大臣（復興大臣） 

あかま 二 郎 国務大臣（国家公安委員会委員長、内閣府特命担当大臣） 

黄川田 仁 志 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

城 内 実 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

小野田 紀 美 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

陪 席 者：尾 﨑 正 直 内閣官房副長官 

佐 藤   啓 内閣官房副長官 

露 木 康 浩 内閣官房副長官 

岩 尾 信 行 内閣法制局長官 

閣議案件：別添案件表のとおり。 

○一般案件       ２件 

○国会提出案件     ７件 

○法律案        ３件 

○政令        １２件 

○人事         ３件 

○配布         １件 

いずれも、案件表のとおり、決定等となった。 
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議事内容： 

○木原国務大臣：ただ今から、閣議を開催いたします。 

  まず、閣議案件について、尾﨑副長官から御説明申し上げます。 
○尾﨑内閣官房副長官：一般案件等について、申し上げます。まず、「犯罪被害者等基

本計画の変更」について、御決定をお願いいたします。本件につきましては、後程、

国家公安委員会委員長から御発言があります。 
  次に、「行政執行法人の常勤職員数に関する報告」について、御決定をお願いいた

します。本件は、独立行政法人通則法に基づき、毎年国会に報告するものでありま

す。 
  次に、「令和６年度及び７年度予備費使用総調書等を国会に提出すること」につ

いて、それぞれ御決定をお願いいたします。本件は、財政法に基づき、予備費の使

用調書等の事後承諾を求めるものであります。 
  次に、質問主意書に対する答弁書３件について、お手元の資料のとおり、御決定

をお願いいたします。 
  次に、法律案３件について、御決定をお願いいたします。まず、「外国為替及び外

国貿易法の一部改正法案」は、対内直接投資等に係る事前届出の届出事項の追加、

本邦企業の株式等を一定以上所有している海外法人等の議決権の取得を規制対象

に加える等の措置を講ずるものであります。 
  次に、「農林中央金庫法の一部改正法案」は、農林中央金庫の必須業務として会員

組織の構成員への資金の貸付け等を追加する等の措置を講ずるものであります。 
  次に、「農業近代化資金融通法の一部改正法案」は、長期かつ低利の資金の融通を

円滑にするため、貸付金合計額の最高限度額を引き上げる等の措置を講ずるもので

あります。 
  次に、政令５件について、御決定をお願いいたします。まず、「サイバー対処能力

強化法の施行期日令」は、同法の施行期日を本年１０月１日とするものであり、「同

法施行令」は、能動的サイバー防御の主たる防護対象となる重要電子計算機の範囲

等を定めるものであり、「サイバーセキュリティ基本法施行令の一部改正令」は、同

施行令の規定の整理を行うものであります。 
  次に、「文部科学省組織令の一部改正令」は、初等中等教育局及び文化庁に置かれ

る課の所掌事務の再編等を行うものであります。 
  次に、「防衛省職員給与法施行令及び防衛省職員の災害補償に関する政令の一部

改正令」は、第二種初任給調整手当の新設に伴う規定の整備、１等陸佐等の自衛官

に対する自衛官俸給表の適用範囲の区分の改定等を行うものであります。 
  次に、人事案件について、申し上げます。まず、人事官等１１機関２２名の任命

につき、両議院の同意を求めることについて、御決定をお願いいたします。 
  次に、裁判官人事といたしまして、兼官を免ずるもの外１件について、御決定を

お願いいたします。 
  次に、大平義郎外１３８名の叙位又は叙勲について、御決定をお願いいたします。 
  次に、配布資料といたしまして、「令和７年度の特別交付税及び震災復興特別交
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付税の３月交付」があります。本件につきましては、後程、総務大臣から御発言が

あります。 
  次に、件名外案件について、申し上げます。「円借款の供与に関する書簡」をベト

ナムとの間で交換することについて、御決定をお願いいたします。本件は、「災害に

対して強靱な農村開発計画」外２件に、総額約８９３億円を限度とする円借款を供

与することについて、取り極めるものであります。なお、相手国政府との書簡交換

まで不公表といたしたいので、御了承をお願いいたします。 
  次に、準備のための案件について、申し上げます。令和８年度予算の関連政令７

件について、あらかじめ御決定をお願いいたします。本件は、当該予算の成立を条

件に決定するもので、それまでの間、不公表扱いとなりますので、御了承をお願い

いたします。まず、「内閣官房、内閣府本府及び国土交通省の組織令」の各一部改正

令は、令和８年度の機構・定員査定結果を踏まえ、所要の改正を行うものでありま

す。 
  次に、「東日本大震災財特法の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令の一部

改正令」は、災害援護資金貸付けの特例の適用期間を令和９年３月３１日まで延長

するものであります。 
  次に、「雇用保険法施行令の一部改正令」は、令和６年能登半島地震により被害を

受けた石川県の職業能力開発校等の施設及び設備の災害復旧に要する経費の補助

率の特例について、令和８年度においても適用するものであります。 
  次に、「未帰還者留守家族等援護法施行令等の一部改正令」は、同法に基づく葬祭

料等の額の引上げ等を行うものであります。 
  次に、「前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政

令の一部改正令」は、高額医療費負担金の基準額を引き上げるものであります。 
○木原国務大臣：次に、大臣発言がございます。まず、国家公安委員会委員長。 
○あかま国務大臣：犯罪被害者等基本計画の変更について御説明申し上げます。犯罪

被害者等基本計画は、犯罪被害者等基本法に基づき定めるもので、現行の第４次計

画の期間が令和７年度末までであることから、新たに、第５次計画を定めるもので

あります。本計画では、複数の機関をワンストップでつなぐ支援の充実強化や、社

会全体で犯罪被害者等を支えていくための広報啓発の強化などを盛り込んでおり

ます。犯罪被害者等施策は、国、地方公共団体、民間団体等が連携して取り組むべ

き重要な課題であります。閣僚の皆様におかれましては、引き続き、各種施策の着

実な推進をお願いいたします。 
○木原国務大臣：次に、総務大臣。 
○林国務大臣：本日、令和７年度の特別交付税及び震災復興特別交付税の３月交付額

を決定いたしました。このうち、特別交付税の３月交付額は９，１８１億円であり、

今年度の交付総額は１兆２，２５６億円となっております。豪雨などの災害対策に

要する経費及び除排雪経費について、特に丁寧に実態を把握して算定を行うなど、

関係地方公共団体の財政運営に支障が生じないよう適切に対処したところであり

ます。また、震災復興特別交付税の３月交付額は１４５億円であり、今年度の交付
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総額は７０８億円となっております。引き続き、被災団体が東日本大震災からの復

旧・復興事業を円滑に進めることができるよう、適切に対応してまいります。 
○木原国務大臣：これをもちまして、閣議を終了いたします。 
  引き続き、閣僚懇談会を開催いたします。 
  御発言はございますか。 
  無いようですので、以上をもちまして、閣僚懇談会を終了いたします。 
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令和８年 

３月 17日 

◎ 一 般案 件

○ 犯 罪 被害者 等 基本 計 画の 変 更に つ いて （ 決定 ）

（ 警 察 庁 ） 

◎ 国 会 提出 案件

○ 令 和８ 年行 政 執行 法 人の 常 勤職 員 数に 関 する 報 告

に つ い て （決定 ）          （総 務 省）

1. 令 和６ 年 度一 般 会計 原 油価 格 ・物 価 高騰 対 策

〃 〇 及び 賃 上げ 促 進環 境 整備 対 応予 備 費使 用 総調

書 及 び 各 省各庁 所 管使 用 調書

1. 令 和６ 年 度一 般 会計 予 備費 使 用総 調 書及 び 各

省 各 庁 所 管使用 調 書

を 事 後 承諾 を求 め るた め 国会 に 提出 す るこ と につ 

い て （ 決定 ）            （財 務 省） 

〃 ○ 令和 ７年 度 一般 会 計予 備 費使 用 総調 書 及び 各 省各

庁 所 管 使 用調書 （ その １ ）を 事 後承 諾 を求 め る た

め 国 会 に 提出す る こと に つい て （決 定 ）（ 同 上）

1. 参 議院 議 員高 良 沙哉 （ 沖縄 ） 提出 島 嶼地 域 に

お け る国 民保護 と 国防 政 策の 併 存に 起 因す る

制 度 的課 題に関 す る質 問 に対 す る答 弁 書に つ

い て （決 定）         （内 閣 官房 ）

〃 〇 1. 参議 院 議員 石 垣の り こ（ 立 憲） 提 出社 会 保障

国 民 会 議 の法的 根 拠及 び 議事 録 等の 保 存に 関

す る 質 問 に対す る 答弁 書 につ い て（ 決 定）

（ 同 上 ） 

1. 参 議院 議員石 垣 のり こ （立 憲 ）提 出 提出 が 遅

れ た 令 和 ８年度 予 算の 年 度内 成 立を 求 める こ

と と 三 権 分立と の 関係 に 関す る 質問 に 対す る

答 弁 書 に ついて （ 決定 ）     （ 財 務省 ）

（ 火 ）閣 議 案 件

資 料
あ り

資 料
あ り

［ 別　添 ］
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◎ 法 律案 

   ○ 外国為 替 及び 外 国貿 易 法の 一 部を 改 正す る 法律 案

（ 決 定 ） 

財務 省 ・ 警 察 ・ 金 融 庁 ・ 総 務 ・ 文 部 科 学 ・ 

厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境省 

〃  ○ 農林 中央 金 庫法 の 一部 を 改正 す る法 律 案（ 決 定）

（ 農 林 水産省 ・ 金融 庁 ） 

〃  ○ 農 業近代 化 資金 融 通法 の 一部 を 改正 す る法 律 案 

（ 決 定）                   （ 農 林水 産 ・財 務 省） 

 

◎ 政  令 

○ 重 要 電子計 算 機に 対 する 不 正な 行 為に よ る被 害 の  
防 止 に 関する 法 律の 施 行期 日 を定 め る政 令  
（ 決 定 ）                           （ 内 閣 府 本 府 ）  

〃  ○ 重 要電子 計 算機 に 対す る 不正 な 行為 に よる 被 害の

防 止 に 関 する 法 律施 行 令（ 決 定）    （ 同上 ） 

〃  ○ サイ バー セ キュ リ ティ 基 本法 施 行令 の 一部 を 改正

す る 政 令 （決定 ）         （ 内閣 官 房） 

〃  ○ 文部 科学 省 組織 令 の一 部 を改 正 する 政 令（ 決 定）

（ 文 部 科学 省） 

〃  ○ 防衛 省の 職 員の 給 与等 に 関す る 法律 施 行令 及 び防

衛 省 職 員 の災害 補 償に 関 する 政 令の 一 部を 改 正 す

る 政 令 （ 決定）           （防 衛 省） 

 

◎ 人  事   

〇 人 事 官等の 任 命に つ き、 両 議院 の 同意 を 求め る こ

と に つ いて（ 決 定）  
☆ 判 事 補兼簡 易 裁判 所 判事 加 潤 也 外 ９名 の 兼官 を

免 じ 、 簡易裁 判 所判 事 江川 智 津乃 外 ３４ 名 を願 に

依 り 免 ずるこ と につ い て（ 決 定）  
☆ 元 法 務教官 大 平義 郎 外１ ３ ８名 の 叙位 又 は叙 勲 に

つ い て （決定 ） 

 

資 料  
あ り  

資 料  
あ り  

資 料  
あ り  

資 料  
あ り  

資 料  
な し  
 
 

6



◎ 配  布 

☆ 令 和 ７ 年度の 特 別交 付 税及 び 震災 復 興特 別 交付 税

の ３ 月 交 付につ い て         （総 務 省） 

 

 

〔 ○ 署名 あ り  ☆ 署名 な し〕 
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令和８年 

３月 17日 

 

◎ 一 般案 件 

〇 円 借 款の 供与 に 関す る 日本 国 政府 と ベト ナ ム社 会 

主 義 共 和国 政府 と の間 の ３の 書 簡の 交 換に つ いて 

（ 決 定 ）              （外 務 省） 

 

 

〔 ○ 署名 あ り  ☆ 署名 な し〕 

（ 火 ）   件 名 外 案 件 

資 料  
な し  

8



令和８年 

３月 17日 

 

◎ 政  令 

○ 内 閣 官房 組織 令 の一 部 を改 正 する 政 令（ 決 定） 

（ 内 閣 官 房） 

〃  ○ 内 閣府本 府 組織 令 の一 部 を改 正 する 政 令（ 決 定） 

（ 内 閣 府本 府） 

〃  ○ 国 土交通 省 組織 令 の一 部 を改 正 する 政 令（ 決 定） 

（ 国 土 交通 省） 

〃  ○ 東 日本大 震 災に 対 処す る ため の 特別 の 財政 援 助及 

び 助 成 に関 する 法 律の 厚 生労 働 省関 係 規定 の 施行 

等 に 関 する 政令 の 一部 を 改正 す る政 令 （決 定 ） 

（ 内 閣 府 本府・ 財 務省 ） 

〃  ○ 雇 用保険 法 施行 令 の一 部 を改 正 する 政 令（ 決 定） 

（ 厚 生労 働 ・財 務 省） 

〃  ○ 未 帰還者 留 守家 族 等援 護 法施 行 令及 び 戦傷 病 者特 

別 援 護 法施 行令 の 一部 を 改正 す る政 令 （決 定 ） 

（ 同 上 ） 

〃  ○ 前 期高齢 者 交付 金 及び 後 期高 齢 者医 療 の国 庫 負担 

金 の 算 定等 に関 す る政 令 の一 部 を改 正 する 政 令 

（ 決 定 ）               （ 同 上） 

 

 

〔 ○ 署名 あ り  ☆ 署名 な し〕 

（ 火 ）  準 備 の た め 

資 料  
あ り  
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